
（様式第４号）

平成21年度事務事業評価一覧表　（20年度実施事業分） 部局名：　観　光　部　　　

最終予算額
（千円）

決算額
（千円）

担当課（室）

102,820 102,221 □ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

■ 横ばい ■ 当面余地なし □ 当面余地なし □ 当面余地なし

観光企画課 □ 減少 □ 余地あり ■ 余地あり ■ 余地あり

964 964 ■ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

□ 横ばい ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし

観光企画課 □ 減少 □ 余地あり □ 余地あり □ 余地あり

4,806 4,264 ■ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

□ 横ばい ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし

観光企画課 □ 減少 □ 余地あり □ 余地あり □ 余地あり

3,779 3,683 □ 増加 ■ 余地なし □ 余地なし ■ 余地なし

■ 横ばい □ 当面余地なし ■ 当面余地なし □ 当面余地なし

観光企画課 □ 減少 □ 余地あり □ 余地あり □ 余地あり

697 697 □ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

□ 横ばい □ 当面余地なし ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし

観光企画課 ■ 減少 ■ 余地あり □ 余地あり □ 余地あり

直接

事務事業名

実施根拠

実施方法

「観光立県長野」再興計画

観光振興指導調査
事業

長野県山岳遭難防止対策協
会会則

観光情報発信事業

直接・負担金

事　業　の　評　価事　業　の　概　要

ニーズの変化
県の関与を
見直す余地

有効性を
高める余地

効率性を
高める余地

事業のねらい
（～に対して）

（～いう状態にするために）

事業内容

（～を行う）

事業の成果と課題

　活力ある観光事業推進のための情
報発信を行う。

・各種メディアを活用した情報の発
信
・観光情報の収集
・県外観光情報センターでの情報収
集、提供、情報の発信
・その他誘客宣伝

　県外観光情報センターによる、効果的な
宣伝活動やメディアの積極的な活用に努め
た。
　三大都市圏を中心としたメディアの更な
る積極的な活用など、時代に即した対応を
進める必要がある。

　本県観光業の振興を図るため、観
光振興審議会の開催、観光案内業者
の資質の向上、旅行業務の適正な運
営、各種観光統計調査を実施する。

・観光振興審議会の開催
・観光案内業の許可、旅行業並びに
通訳案内士法の登録､変更､更新､抹消
を実施
・各種観光統計調査を実施し､基礎資
料を整備

　観光振興審議会を開催し、観光振興基本
計画に基づく事業の進捗管理と成果の検証
を行った。
　各業の健全育成と消費者保護の観点か
ら、法令に基づき、適正に処理を行った。
また、各種観光統計調査を実施し、基礎資
料を整備した。

　関係機関との連絡調整を行う長野県観光
客安全対策推進会議の活動に助成したほ
か、スキー場安全対策の徹底を依頼するな
ど関係機関を通じて観光客への注意喚起を
行った。

　なだれ事故防止のための注意喚起や、登
山道への看板設置、相談所において登山者
への注意喚起や情報提供を行い遭難事故の
防止に努めたほか、山岳遭難救助を実施し
た。

「観光立県長野」再興計画

観光客安全対策推
進事業

　長野県を訪れる観光客の安全対策
を推進する。

　県、国、中部森林管理局他5団体、
県スキー連盟などで構成する長野県
観光客安全対策推進会議への支援の
ほか、各地区を支援

直接・負担金

長野県観光客安全対策推進
会議規約

山岳遭難防止対策
事業

　山岳における遭難の未然防止、遭
難者の捜索、万全な救助を行う。

　涸沢山岳総合相談所管理委託及び
県山岳遭難防止対策協会への負担金
の支出を実施

直接・負担金

観光施設管理事業
　優れた自然環境を保護保全しつ
つ、県民が自由に学び、ともに楽し
める憩いの場を提供する。

　県有観光施設（県民広場（松本
市）､飯綱東高原家族旅行村､駒ヶ根
高原家族旅行村､木曽ふれあいの郷）
の維持管理の実施

　観光施設所在市町村による管理が施設の
維持管理上も観光客の利用上も好ましいた
め、移管が可能な県民広場については移管
手続きを進めている。

直接

財産関係例規
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（様式第４号）

最終予算額
（千円）

決算額
（千円）

担当課（室）

事務事業名

実施根拠

実施方法

事　業　の　評　価事　業　の　概　要

ニーズの変化
県の関与を
見直す余地

有効性を
高める余地

効率性を
高める余地

事業のねらい
（～に対して）

（～いう状態にするために）

事業内容

（～を行う）

事業の成果と課題

50,682 50,314 □ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

■ 横ばい ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし

観光企画課 □ 減少 □ 余地あり □ 余地あり □ 余地あり

6,500 6,500 □ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

■ 横ばい ■ 当面余地なし □ 当面余地なし □ 当面余地なし

観光振興課 □ 減少 □ 余地あり ■ 余地あり ■ 余地あり

4,300 4,300 □ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

■ 横ばい ■ 当面余地なし □ 当面余地なし □ 当面余地なし

観光振興課 □ 減少 □ 余地あり ■ 余地あり ■ 余地あり

25,441 24,638 □ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

■ 横ばい ■ 当面余地なし □ 当面余地なし □ 当面余地なし

観光振興課 □ 減少 □ 余地あり ■ 余地あり ■ 余地あり

33,345 32,879 □ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

■ 横ばい ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし □ 当面余地なし

国際課 □ 減少 □ 余地あり □ 余地あり ■ 余地あり

一般外事事務 　外国賓客の接遇により国際親善に
寄与し、また、外国青年招致事業を
推進することにより本県の国際化を
促進する。

・外事関係の調査・連絡、外国賓客
の接遇を行う。
・外国青年招致事業を推進する。
・北方領土返還要求運動を実施す
る。

・外国青年招致事業により45人を招致し
た。
・北方領土返還要求長野県民会議に負担金
を交付し、北方領土返還要求運動の推進を
図った。

負担金

（財)自治体国際化協会外国
青年招致事業の運営に関す
る規程第2条等

観光協会連携事業 　（社）信州・長野県観光協会等と
連携して、長野県への誘客を促進す
るための観光プロモーション等総合
的な観光振興を図る。

・各地域のコンテンツ（観光商品）
開発を行い、観光モデルプランを旅
行エージェント等へ提案する。
・長野県への旅行を計画している方
からの要請に応じて、観光案内やパ
ンフレット等の送付を行う。
・誘客の見込める都市圏において観
光物産展などのイベントを開催す
る。

・観光モデルプランを２６件開発し、東
京、名古屋、大阪など計５回の商談会を開
催した。
・パンフレットの請求者への迅速な対応と
目的地プラスαの観光地の提案を行った。
・東京、横浜、名古屋、大阪など都市圏で
観光物産展を開催するとともに、札幌で初
めて観光物産展を開催し、善光寺御開帳な
ど大型催事や物産のＰＲに努めた。

負担金

観光協会連携事業負担金交
付要綱

広域観光ルート造
成事業 　隣接県との広域的な連携によっ

て、観光ルートの充実・強化を図
り、観光客の増加へ結びつける。

・中部広域観光推進協議会への参
加。
・中央内陸県広域観光推進協議会へ
の参加。

・平成20年の外国人宿泊者数が延300,934
人、対前年比106.9％と増加した。
・財政状況が厳しい中、事業の必要性や効
果、効率的な実施方法などを個別に十分検
討した上で、事業を選択、実施する必要が
ある。

負担金

「観光立県長野」再興計画

県民宿泊促進キャ
ンペーン事業

　県内観光客の約３分の１を占める
県民を対象として県内宿泊促進キャ
ンペーンを実施することで県民の消
費マインドの向上を図る。併せて県
内宿泊施設のよさを再認識する契機
とする。

・県民を対象とした特典付きの宿泊
プランを企画・提供できる県内宿泊
施設を参加施設として募集し、各種
媒体で宣伝。
・上記プランを利用した宿泊客を対
象に抽選で県産品などをプレゼン
ト。

・観光事業者と協力し、各種媒体を利用し
て宣伝に努めたが、事業効果を高めるため
効果的なＰＲを行うことが課題。
・プレゼントキャンペーンには、5,575人の
応募があった。

負担金

「観光立県長野」再興計画

県観光協会運営事
業 　（社）信州・長野県観光協会の運

営支援により、長野県の観光事業全
体を進展・充実する。

　(社)信州・長野県観光協会へ運営
費の補助

　(社)信州・長野県観光協会へ運営を支援
することにより、本県の観光振興を図っ
た。

補助

観光協会運営費補助金交付
要綱
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最終予算額
（千円）

決算額
（千円）

担当課（室）

事務事業名

実施根拠

実施方法

事　業　の　評　価事　業　の　概　要

ニーズの変化
県の関与を
見直す余地

有効性を
高める余地

効率性を
高める余地

事業のねらい
（～に対して）

（～いう状態にするために）

事業内容

（～を行う）

事業の成果と課題

8,296 7,890 □ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

■ 横ばい ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし

国際課 □ 減少 □ 余地あり □ 余地あり □ 余地あり

59,602 54,632 □ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

□ 横ばい ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし

国際課 ■ 減少 □ 余地あり □ 余地あり □ 余地あり

4,552 4,552 □ 増加 □ 余地なし □ 余地なし □ 余地なし

■ 横ばい ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし ■ 当面余地なし

国際課 □ 減少 □ 余地あり □ 余地あり □ 余地あり

海外移住事業
・海外県人会の運営支援を行う。
・ブラジル日本移民100周年記念行事
に参加し、ブラジル日系社会との友
好親善に寄与する。

・海外県人会（ブラジル、アルゼン
チン、メキシコ）の運営費等補助金
を交付する。
・ブラジル日本移民100周年記念式典
に参加する。

・国や県が海外移住に関わった経過を持
つ。海外に所在する県人会との交流は、県
が中心となって実施しているものであり、
県の責任で実施すべきものである。
  ただし、各県人会の自主的な活動を尊重
し、移住先国との関係に考慮しながら、新
たな国際交流に向けた取組みへと適切な時
期をみて方向転換を図るべく検討する必要
がある。
・ブラジル・サンパウロで開催されたブラ
ジル日本移民100周年記念式典に参加し、あ
わせて在ブラジル長野県人会と交流を深め
た。

補助

海外県人会運営費補助金交
付要綱等

一般旅券事務

　一般旅券の発給を行う。
　一般旅券の発給申請受理、審査、
作成、交付

　旅券の信用性を担保するため、厳格な審
査と的確な発給に務め、53,297件の旅券を
発行した。また、県民の利便性の向上を図
るため、長野・松本地方事務所で旅券の日
曜交付を行った。

直接

旅券法

通訳嘱託員設置事
業 　県の各部局における国際関連業務

の通訳及び資料作成に係る翻訳業務
に寄与する。

　英語及び中国語による通訳・翻訳
業務

　県の各部局の国際関係業務に関わる文書
の和訳、英訳、中国語訳や会議における通
訳などを行った。

直接

観光部特別行政事務臨時嘱
託員設置要綱
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